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②不燃ごみ
③有害ごみ
④資源ごみ
　 ⑴紙類・布類
　 ⑵ビン類・缶類（飲食用）
⑴と⑵は、交互に収集します。
下記日程表でご確認ください。
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⑤リサイクルする
　プラスチック
　容器包装プラスチック

水
⑥その他の
　プラスチック
　などのごみ

金

⑤リサイクルする
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　容器包装プラスチック

木
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Ａ－月

月
令和6年４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月

令和7年１月
２月
３月

紙・布 
1日・15日・29日
１３日・２７日
１０日・２４日
８日・２２日
５日・１９日
2日・16日・30日
１４日・２８日
１１日・２５日
９日・２３日
６日・２０日
３日・１７日

3日・ 17日・ 31日

ビン・缶
８日・２２日
６日・２０日
３日・１７日
1日・15日・29日
１２日・２６日
９日・２３日
７日・２１日
４日・１８日
2日・16日・30日
１３日・２７日
１０日・２４日
１０日・２４日

月
令和6年４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月

令和7年１月
２月
３月

紙・布 
2日・16 日・30日
１４日・２８日
１１日・２５日
９日・２３日
６日・２０日
３日・１７日
1日・15日・29日
１２日・２６日
１０日・２４日
１４日・２８日
１１日・２５日
１１日・２５日

ビン・缶
９日・２３日
７日・２１日
４日・１８日
2日・16日・30日
１３日・２７日
１０日・２４日
８日・２２日
５日・１９日
３日・１７日
７日・２１日
４日・１８日
４日・１８日

月
令和6年４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月

令和7年１月
２月
３月

紙・布 
１０日・２４日
８日・２２日
５日・１９日
3日・17日・31日
１４日・２８日
１１日・２５日
９日・２３日
６日・２０日
４日・１８日
８日・２２日
５日・１９日
５日・１９日

ビン・缶
３日・１７日
1日・15日・29日
１２日・２６日
１０日・２４日
７日・２１日
４日・１８日
2日・16日・30日
１３日・２７日
１１日・２５日
１５日・２９日
１２日・２６日
１２日・２６日

月
令和6年４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月

令和7年１月
２月
３月

紙・布 
４日・１８日
2日・16日・30日
１３日・２７日
１１日・２５日
８日・２２日
５日・１９日
3日・17日・31日
１４日・２８日
１２日・２６日
１６日・３０日
１３日・２７日
１３日・２７日

ビン・缶
１１日・２５日
９日・２３日
６日・２０日
４日・１８日
1日・15日・29日
１２日・２６日
１０日・２４日
７日・２１日
５日・１９日
９日・２３日
６日・２０日
６日・２０日

月
令和6年４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月

令和7年１月
２月
３月

紙・布 
５日・１９日
１０日・２４日
７日・２１日
５日・１９日
2日・16日・30日
１３日・２７日
１１日・２５日
８日・２２日
６日・２０日
１０日・２４日
７日・２１日
７日・２１日

ビン・缶
１２日・２６日
１７日・３１日
１４日・２８日
１２日・２６日
９日・２３日
６日・２０日
４日・１８日
1日・15日・29日
１３日・２７日
１７日・３１日
１４日・２８日
１４日・２８日

月
令和6年４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月

令和7年１月
２月
３月

紙・布 
１３日・２７日
１８日

1日・15日・29日
１３日・２７日
１０日・２４日
７日・２１日
５日・１９日
2日・16日・30日
１４日・２８日
１１日・２５日
８日・２２日
８日・２２日

ビン・缶
６日・２０日
１１日・２５日
８日・２２日
６日・２０日
3日・17日・31日
１４日・２８日
１２日・２６日
９日・２３日
７日・２１日
４日・１８日
１日・１５日
1日・15日・29日

上本郷１３４４～１４８１、３３７２～４６７０
小金原団地６-１３
竹ケ花（次を除く-１～１５）
八ケ崎５丁目
八ケ崎６丁目の一部（５～８）
八ケ崎７丁目
日暮３～８丁目（次を除く-日暮８丁目４１-１）
松戸新田（以下を除く-新京成線南側【 １、３、１５、
１７～１９、６６、94、109、１１５】、１-４、白山緑地）
南花島、南花島中町（次を除く-２５５）
南花島１～４丁目
稔台、稔台５～８丁目

Ａ－火 
上本郷１～９２４、２０８９～３３３３
北松戸１～３丁目
久保平賀
小金１６-８、２７-３、２３９～２４１
小金きよしケ丘１～５丁目
小金原団地６-９
仲井町１～３丁目
根木内
日暮８丁目の一部（４１-１）
松戸新田（新京成線北側）
南花島中町の一部（２５５）
稔台１～４丁目

Ａ－水
古ケ崎１～４丁目、古ケ崎の一部（９８４、９８７、９９０-１、９９１-４）
小金１～２２８、２３１、２３７、２４２～４５８
小金上総町（次を除く-１０【月極有料駐車場】）
小金原団地７-１
栄町西１～５丁目
新松戸１～２丁目
新松戸７丁目の一部（３９４、３９５、４２２-１、４８９～５６７）
新松戸北１～２丁目
殿平賀の一部（２００～２０２）
中和倉（次を除く-１３４、１４５-３４～４４、１４６-６）
西馬橋相川町、西馬橋蔵元町、西馬橋幸町、西馬橋広手町
西馬橋３丁目の一部（８-１０）
横須賀１～２丁目

Ａ－木
金ケ作４２、８８～４２３
小金原１～４丁目
小金原団地３-１８
千駄堀
常盤平１～４丁目（次を除く-常盤平団地Ｅ街区）
常盤平団地１街区
常盤平団地３街区
牧の原１～２丁目

Ａ－土
旭町１～４丁目
小金（１１００、１２００、１３００番台）
七右衛門新田、主水新田
新松戸南１～３丁目
新松戸３～７丁目（次を除く-新松戸７丁目３９４、３９５、
４２２-１４８９～５６７）
中根長津町
西馬橋２～５丁目（次を除く-西馬橋３丁目８-１０）
松戸（常磐線西側）
松戸（常磐線東側の一部）５７４、５７９、７１４、１１０８、
１３６８、１３７０、1378、1405、1439、１４８５、１４９５、
１５６５～１５６８、１５８４、１５９１、１５９５～１５９８、１６０５、
１６３８、１６４５、１６４９

Ａ－金
岩瀬（次を除く-旭ヶ丘第３公園北側付近）
金ケ作１４～４１、４３、５１～６４
幸谷の一部（４～１２、２１、１５０７-１９）
小金４５１-１２
小金上総町の一部（１０【月極有料駐車場】）
小金清志町１～３丁目、常盤平陣屋前、常盤平西窪町
常盤平双葉町、常盤平柳町、常盤平団地Ｅ街区
日暮、二ツ木、二ツ木二葉町
松戸（次を除く-常磐線東側一部地域、１６５０、１６５５）
西馬橋１丁目
馬橋１～１８４４、１８７４～１８７９、２４１３～２４１８、２４８９、
２５１８～２７４１、３０９０～３３９５
小根本、吉井町

松戸市役所-家庭のごみの出し方（A）

松户市政府 -家庭垃圾的分类方法（A）546*406


